労務安全に関する

協力会社提出書類

協力会社名 (１次・２次・３次)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鉄建建設株式会社

労務安全に関する提出書類一覧表

用紙類は各２部ずつ作成して一部は元請に提出し、一部は貴社の控にして下さい。

	
	番号
	提　出　書　類
	元請確認欄
	不備な項目
改善期限

	
	
	
	確認日
	確認印
	

	工 事 着 手 前
	１
	年度安全管理計画書(店社・現場)
	
	
	

	
	２
	労務安全管理事項引受確約書
	
	
	

	
	３
	要請書
	
	
	


	
	４
	法令に基づく各種責任者届

（施工体制台帳の協力会社編成表）
	
	
	

	
	５
	労働者名簿
(労働条件書又は雇用通知書・免許証等の写しを添付)
	
	
	

	
	６
	安全および公害防止に関する一般示方書
	
	
	

	
	７
	時間外労働及び休日労働に関する協定書　　(３６協定の写し)
	
	
	

	そ　の　都　度
	８
	マイクロバス・工事用自動車等運行届
	
	
	

	
	９
	重機械持込届
	
	
	

	
	10
	機械電気器具持込届
	
	
	

	
	11
	健康診断記録
	
	
	


追　加　訂　正　の　月　例　確　認　欄

	　　月

確認
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	元　請　確認印
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	協力会社
確認印
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　　月

確認
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	元　請　確認印
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	協力会社　確認印
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


　※月例作業所安全衛生協議会の時に、書類①～⑪について前回確認後の異動の有無等を相互に確認し、不備が無い場合捺印すること。
年度安全衛生管理計画書(店社・現場)
協力会社は、自社に係わる年度安全衛生管理計画書を作成し、作業所長に提出する。

作成は、次の手順による。

①安全衛生管理の基本方針を定める。

②基本方針に定めた事項について、事故や労働災害につながる危険・有害因子を特定する。

③危険・有害因子を排除するために重点実施事項および具体的実施事項を記載する。
④重点実施事項および具体的実施事項には、安全管理体制、自主パトロール、従業員に対する教育、作業手順、安全風土の醸成に関する事項を記載する。
⑤具体的実施事項ごとに、達成されるべき目標、担当責任者およびスケジュール・留意事項を具体的に記載する。

⑥年度安全管理計画の周知

協力会社の責任者は、作成された年度安全衛生管理計画について、自社の従業員に周知する。

　　年度（　　年　月～　　年　月）安全衛生管理計画書

平成　　　年　　月　　日　　作成

	安全衛生管理体制
	役　職　名
	氏　　名

	
	担当役員
	
	

	
	雇用管理責任者
	
	

	
	総括安全衛生管理者
	
	

	
	安全管理者
	
	

	
	衛生管理者
	
	

	
	安全衛生推進者
	
	

	
	安全衛生責任者
	
	


提出先　鉄建建設（株）　　支店　　　　　　　作業所長　殿

　　　　　　　　



100人以上　　　　　  →　　総括安全衛生管理者を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50人以上　　　　　　→　　安全管理者、衛生責任者、産業医を　　　　　　選任する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10人以上50人未満　 →　　安全衛生推進者（または衛生推進者）を　

※「安全衛生責任者」は全ての現場で選任すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	危険・有害要因の特定


	重点実施事項
	具体的に実施する事項
	到達目標
	担当責任者
	年　間　ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル
	留意事項
	元請意見欄

	
	
	
	
	
	 4    5    6    7    8    9   10   11   12   1    2    3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


23年度（23年4月～24年3月）安全衛生管理計画書

平成 23 年 4 月 1 日　　作成　　

	安全衛生管理体制
	役　職　名
	氏　　名

	
	担当役員
	副社長
	千代田次郎

	
	雇用管理責任者
	総務部長
	三崎二郎

	
	総括安全衛生管理者
	総務部長
	三崎二郎

	
	安全管理者
	　―
	　―

	
	衛生管理者
	　―
	　―

	
	安全衛生推進者
	工事部長
	神田橋五郎


鉄建建設（株） ○○ 支店 ○○○○○ 作業所長　殿

　　　　　　　　



100人以上　　　　　  →　　総括安全衛生管理者を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50人以上　　　　　　→　　安全管理者、衛生責任者、産業医を　　　　　　選任する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10人以上50人未満　 →　　安全衛生推進者（または衛生推進者）を　

※「安全衛生責任者」は全ての現場で選任すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	危険・有害要因の特定


	重点実施事項
	具体的に実施する事項
	到達目標
	担当責任者
	年　間　ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル
	留意事項
	元請意見欄

	
	
	
	
	
	 4    5    6    7    8    9   10   11   12   1    2    3
	
	

	1．社内の安全管理体制が未整備
	安全衛生管理体制の確立
	1．安全衛生管理の体制を明確にして23年度安全衛生管理計画書を作成する。
2．安全衛生委員会の定期開催 と決定事項の従業員への周知
	役割分担表を４月に作成し周知する。
委員を任命し、毎月１回開催する。
	社長　　　　　　　　　　　　委員　
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	毎月最終週の金曜日
	

	２．作業手順の徹底不足
	計画的な安全衛生教育の実施　　　作業手順書の作成
	・雇入れ、作業変更時教育の徹底
・職長教育の実施 
・技能講習、特別教育の受講 
・送り出し教育の実施
・作業手順書の作成､見直しの実施
	随時実施
随時実施
随時実施
その都度実施

随時作成､年1回見直し
	安全担当者
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	教育資料の作成
手順書作成担当者の選任
	

	3．不安全作業による災害
	現場における安全衛生活動の強化
	・安全施工サイクルの確実な実践
・危険予知活動の確実な実施
・元請の作業打合会への参加
・作業手順書の周知会の開催 
・事業主自主パトロ－ルの実施
	毎日
90％以上
毎日
100％
毎月1回以上
	安全衛生責任者

同　上
同　上
社長または安全担当役員
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	現場で実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　周知会は新工種着手前
	

	4．安全衛生行事の計画
	安全衛生意識の高揚
	・墜落災害絶滅月間　　　　　　　　6月
・全国安全週間　　　　　　　　　　7月
・労働衛生週間　　　　　　　　　 10月
・重機･ｸﾚｰﾝ災害防止期間　　　　　12月
・年末年始労働災害強調期間

・年度末事故･災害撲滅期間　　　2～3月
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	


	
	
	
	
	


　　平成　　年度作業所安全衛生管理計画書

鉄建建設（株）　　支店　　　　　　作業所殿

会 社 名　  　 　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現場代理人
（安全衛生責任者）　　　　　　　　　　　　　　　

	工　事　名　称
	
	安 全 管 理 体 制
	
	日　常　活　動
	実　施　内　容

	
	
	
	
	
	

	工　事　概　要
	工　　種
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	工事内容
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	工　　期
	年　　月　　日　～　　年　　月　　日
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	機械設備
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	重　点　事　項
	
	
	
	

	具体的実施事項
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	工　　　　　程　　　　　表
	危険・有害要因（予想される災害）
	防　　止　　対　　策

	　　　　年・月

工種
	
	
	
	

	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


平成 23 年 4 月 10 日　
　　平成　　年度作業所安全衛生管理計画書

鉄建建設（株）○○○○ 支店　○○○○○　作業所殿

会 社 名　大山建設　丸の内ビル（作）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現場代理人
（安全衛生責任者）　　　　中　島　　　明　　　　

	工　事　名　称
	丸の内ビル新築工事
	安 全 管 理 体 制
	
	日　常　活　動
	実　施　内　容

	
	
	
	
	
	①　新規入場者教育の確実な実施

	工　事　概　要
	工　　種
	型枠組立および型枠解体工事
	
	
	
	②　朝礼、ＴＢＭ、ＫＹＫの確実な実施

	
	
	
	
	
	
	③　安全大会への参加

	
	工事内容
	一般型枠  7.882㎡　打放型枠　5.100㎡　その他一式
	
	
	
	④　一斉清掃への参加

	
	
	
	
	
	
	⑤　店社パトロール

	
	工　　期
	23年4月20日～23年10月31日
	
	
	
	⑥　安全工程打合せへの参加

	
	
	
	
	
	
	⑦　職長会活動への積極的な参画

	
	機械設備
	電動丸鋸（可搬式100Ｖ）
電動ドリル（可搬式100Ｖ）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	重　点　事　項
	①管理要因による災害の防止
	②墜落災害の防止
	③崩壊、倒壊災害の防止
	④感電災害の防止

	具体的実施事項
	イ．作業手順書を全員に周知する
	イ．作業床および手摺りを設置する
	イ．支保工脚部の滑動防止をする
	イ．電工ドラムは三芯を使用する

	
	ロ．有資格者による作業をする
	ロ．昇降設備を通る
	ロ．根がらみを確実に取り付ける
	ロ．電動工具のアースは確実に設置する

	
	ハ．作業開始前に設備の点検を必ず実施する
	ハ．作業床の設けられない場合は親
	ハ．水平継ぎは規定どおり入れる
	ハ．床上転し配線はやめ、架空配線にする

	
	
	　　　綱を張り、安全帯を使用する
	ニ．一カ所に多量の資材を載せない
	ニ．絶縁部露出は確実にテーピングする

	
	
	
	ホ．軟弱地盤の締め固めを確認する
	ホ．感電防止用漏電遮断器の機能テストをする


	工　　　　　程　　　　　表
	危険・有害要因（予想される災害）
	防　　止　　対　　策

	　　　　年・月

工種
	23
	24
	丸のこによる手指の切断
クレ－ン等で荷揚げ中の落下
作業台より墜落
床パネルより墜落
感電
サポート、支保工、梁スラブの崩壊
敷込み中墜落、デッキ・スラブより墜落
デッキの落下
	軍手をはめて切断しない、防護ｶﾊﾞ-の確認
有資格者の配置、玉掛け用具の点検、地切りの確認
天台、立ち馬の点検、作業台廻りの片付け確認
　
親綱を張り安全帯を使用する。近道行動をしない
根太等が天秤にならないようにする
三芯電動工具・ドラムの使用、漏電遮断器の　
使用前点検の実施
滑動防止対策、水平継ぎ、軟弱地盤の締め固め等
　
親綱を張り安全帯の使用する。近道行動をしない
　
作業手順書の再確認

	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	
	

	型枠組立

型枠解体


	


	
	


	



	


	

	


	
	
	
	
	
	
	


労務安全管理事項引受確約書

	書　　類　　名
	元　請　確　認　欄
	備　　　　考

	
	確 認 日
	確 認 印
	

	労災法定外保険加入証明書写し


	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（保険加入状況のチェックポイント）

１．保険の種類（保険の種類を確認する。たとえば（ｲ）生命保険　（ﾛ）損害賠償保険等）

２．補償金額　（補償金額を確認する。たとえば（ｲ）死亡時　（ﾛ）傷害時等）

３．加入期間　（保険契約期間と施工期間の関係を確認する。）

　　　　　　　（工期中の期限切れに注意する。）

４．適用範囲　（保険の適用範囲を確認する。たとえば（ｲ）記名者のみ　（ﾛ）直傭、臨時を含む　（ﾊ）下請会社も含む等）

※以上のことを提出時必ずチェックすること。

	※労働災害総合保険（上乗せ保険）・保障金額 ＜例＞

	死　　亡
	1,500万円
	後遺障害4級
	1,200万円

	後遺障害1級
	1,500万円
	後遺障害5級
	1,050万円

	後遺障害2級
	1,500万円
	後遺障害6級
	　900万円

	後遺障害3級
	1,500万円
	後遺障害7級
	　750万円


労務安全管理事項引受確約書

　

平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　作業所長殿

（協力会社）

〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

TEL               FAX

貴社ご発注に係る工事を施工するに当たりましては労働法令を遵守し、工事下請契約約款、貴社の定めた諸規則、貴社職員の指示等に従い、尚且つ従業員に周知徹底させ、事故防止に万全を期するとともに特に下記事項を遵守し、適正な労務安全衛生管理を行います。

　若し、弊社がこれに違背した場合または弊社に従業員に重大な責めのある時は、弊社がいっさいの責任を負いますことを確約いたします。

記

１．労務管理事項

（労務関係書類の提示）

（１）労務関係書類は貴社が必要とする場合はいつでも提示、提出します。

労働基準監督署主要届出書類
適用事業報告、就業規則届、寄宿舎規則届、寄宿舎設置届、監視断続労働に従事する者に対する適用除外許可申請書、労働者死傷病報告、健康診断結果報告

事務所主要備付書類
就業規則、寄宿舎規則、作業日報、賃金集計表、賃金台帳、賃金の一部控除に関する協定書、年令証明書（18才未満）

（賃金の支払い）

（２）賃金は正しく計算し、現金で直接本人に全額を毎月一定の期日に支払います。

（健康診断の実施）

（３）雇い入れ時、定期その他法令に基づく健康診断は必ず実施し、従業員の適確な管理を行い、記録を保存します。

（女子・年少者の就労）

（４）女子・年少者は法令に違反して労働させません。

（貸与宿舎の管理）

（５）貴社より宿舎を貸与された場合は、寄宿舎貸借契約書を遵守します。

（許可外行為の禁止）

（６）貴社の許可なく職場内で政治活動等を行いません。

（災害補償の処理）

（７）労働者災害補償について３日以内の休業補償費並びに労働基準法第87条第2項による補償引受等の責任は弊社において処理いたします。

（法定外保険への加入）

（８）当現場に就労する従業員（再下請業者の従業員を含む）を被保険者として労災法定外保険に加入してその写しを提出します。

（雇用管理責任者の選任）

（９）雇用管理責任者を選出し、適正な労務管理を行い、常に雇用状態を明確にしておきます。

２．安全衛生管理事項

（指示の遵守）

（１）貴社で定めた「安全および公害防止に関する一般示方書」その他の指示事項は確実に履行します。

（安全衛生協議会への参加）

（２）貴社が統括管理する安全衛生協議会には必ず参加し、他の下請業者との連絡を密にして、積極的に災害防止に協力します。

（安全衛生教育の実施）

（３）従業員に対し次の安全衛生教育を行います。

（ｲ）雇入れ時、送り出し時、新規入場時、作業内容変更時教育を必ず行います。

（ﾛ）作業開始前には必ず当日作業の打合せ、危険予知活動等を行います。

（ﾊ）貴社の行う教育や行事等には進んで参加させるとともに、自主的にも随時実施し、記録を保管します。

（有資格者の配置………一般示方書参照）

（４）法令に基づき必要な資格者は貴社に届出し作業ごとに配置します。

（ｲ）免許・資格等を必要とする作業については必ず有資格者に実施させます。

（ﾛ）危険有害な作業には特別教育修了者を従事させます。

（ﾊ）作業に必要ある場合は監視人・合図者等を指名し、その業務を遂行させます。

（保護具の使用）

（５）保護帽、安全帯その他必要な保護用具は責任を持って調達整備し、確実に使用させます。

（施設の使用等）

（６）貴社の許可なく貴社の施設・物品を使用または撤去しません。

開口部等の安全設備は貴社の指示に従い確実に実施するとともに、その保守および作業後の復元も確実に行います。

不完全箇所がある場合は直ちに報告し指示を受けます。

（整理整頓）

（７）整理整頓、後片付けおよび標識類の保守管理は確実に行います。

（火気の管理）

（８）火気使用については事前に貴社の許可を得た上で責任者を定め消火器等を備え付けるとともに、十分な管理と跡始末を行います。

（機械器具等の使用）

（９）持込の機械器具等は安全性を確認したものでなければ使用しません。使用する機械器具等は持込あるいは貴社よりの貸与にかかわらず、常に点検整備し、その結果を記録保存します。

異常がある場合は直ちに報告し指示を受けます。

（架空線・埋設物関連工事）

（10）架空線またはガス導管・水道管・通信管等地下埋設物に関連する工事については、貴社の指示に従い点検保守管理を確実に行います。

（営業線近接工事）

（11）営業線近接作業については貴社制定の「鉄道工事事故防止指針」および「営業線工事保安関係標準示方書」等を準用し確実に行います。

（自動車保険の加入）

（12）マイクロバス等通勤車両は対人、対物、搭乗者等の任意保険に必ず加入し技能の優れたものを指定して運転させます。

（就業の禁止）

（13）次のような従業員は就業させません。

（ｲ）指示命令に従わず勝手な行動をとる者

（ﾛ）保護具の着用を忌避し、その他安全上の指示に従わない者

（ﾊ）酒気を帯びた者もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼす恐れのある者

（ﾆ）技量および能率の著しく不良の者

（ﾎ）健康上作業に耐えられない者

（ﾍ）高年齢者で作業に不適格な者

３．その他の事項

（再下請業者の指導）

（１）当社の担当工事のうち、その一部を再下請に出す場合は、あらかじめ貴社の承認を得るものとし、且つこの確約書に規定する（安全および公害防止に関する一般示方書）諸事項については示方書を交付し、責任をもって再下請業者を指導し、確実に履行させます。

（鉄建災害防止協力会への加入）

（２）貴社制定の鉄建災害防止協力会の会則並びに細則を遵守履行します。

以上

要　　　請　　　書

要　　　請　　　書

年　　月　　日

（協力会社）

〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

TEL                 FAX

作業所長　　　　　　　　　　　　　印

作業環境の整備について下記の要請を致します。

作業をするに当たって、常にその環境を良好に整えておくことは、災害を防止する上で重要なことであるばかりでなく、仕事の能率に大きく影響することはよくご承知のことと存じます。

つきましては、下記事項を遵守されたく、作業員一人一人にも徹底させ遺漏なきようお願い致します。

万一、下記事項が行われない場合は、跡片付け等に要した費用および相当額の賠償を申し受けますので、ご承知下さい。

なお、違反されたことにより生じました災害等については一切の責任を負担していただきます。

（作業所の特約事項等）

	


上記の項目以外は工種別覚書および現場作業所長の指示による。

上記の要請をお受け致します。

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　作業所長殿

（協力会社）

〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　TEL                    FAX

法令に基づく各種責任者届

施工体制台帳の「協力会社編成表」を代用するので「協力会社編成表」の写しを綴り込んで下さい。

※その他必要事項は施工体制台帳を参照

協力会社編成表　　

	※一次会社は、二次以下の会社名等を記入し、契約の流れを実線で明確に表示して下さい。
	
	（一次会社）
	工事
	会社名
	
	

	
	
	
	
	現場代理人
	
	

	
	
	
	
	安全衛生責任者
	
	

	
	
	
	
	主任技術者
	
	

	
	
	
	
	専門技術者
	
	

	
	
	
	
	
	
	担当工事内容
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	雇用管理責任者
	
	
	

	
	
	
	
	
	工期
	年　月　日～　年　月　日
	
	

	（二次会社）
	
	
	（二次会社）
	
	（二次会社）
	
	
	（二次会社）
	
	
	（二次会社）
	

	工事
	会社名
	
	
	工事
	会社名
	
	
	工事
	会社名
	
	
	工事
	会社名
	
	
	工事
	会社名
	

	
	現場代理人
	
	
	
	現場代理人
	
	
	
	現場代理人
	
	
	
	現場代理人
	
	
	
	現場代理人
	

	
	安全衛生責任者
	
	
	
	安全衛生責任者
	
	
	
	安全衛生責任者
	
	
	
	安全衛生責任者
	
	
	
	安全衛生責任者
	

	
	主任技術者
	
	
	
	主任技術者
	
	
	
	主任技術者
	
	
	
	主任技術者
	
	
	
	主任技術者
	

	
	専門技術者
	
	
	
	専門技術者
	
	
	
	専門技術者
	
	
	
	専門技術者
	
	
	
	専門技術者
	

	
	担当工事内容
	
	
	
	担当工事内容
	
	
	
	担当工事内容
	
	
	
	担当工事内容
	
	
	
	担当工事内容
	

	
	雇用管理責任者
	
	
	
	雇用管理責任者
	
	
	
	雇用管理責任者
	
	
	
	雇用管理責任者
	
	
	
	雇用管理責任者
	

	工期
	　年　月　日～　年　月　日
	
	工期
	年　月　日～　年　月　日
	
	工期
	年　月　日～　年　月　日
	
	工期
	年　月　日～　年　月　日
	
	工期
	年　月　日～　年　月　日

	（三次会社）
	
	（三次会社）
	（三次会社）
	（三次会社）
	（三次会社）
	

	工事
	会社名
	
	
	工事
	会社名
	
	
	工事
	会社名
	
	
	工事
	会社名
	
	
	工事
	会社名
	

	
	現場代理人
	
	
	
	現場代理人
	
	
	
	現場代理人
	
	
	
	現場代理人
	
	
	
	現場代理人
	

	
	安全衛生責任者
	
	
	
	安全衛生責任者
	
	
	
	安全衛生責任者
	
	
	
	安全衛生責任者
	
	
	
	安全衛生責任者
	

	
	主任技術者
	
	
	
	主任技術者
	
	
	
	主任技術者
	
	
	
	主任技術者
	
	
	
	主任技術者
	

	
	専門技術者
	
	
	
	専門技術者
	
	
	
	専門技術者
	
	
	
	専門技術者
	
	
	
	専門技術者
	

	
	担当工事内容
	
	
	
	担当工事内容
	
	
	
	担当工事内容
	
	
	
	担当工事内容
	
	
	
	担当工事内容
	

	
	雇用管理責任者
	
	
	
	雇用管理責任者
	
	
	
	雇用管理責任者
	
	
	
	雇用管理責任者
	
	
	
	雇用管理責任者
	

	工期
	　年　月　日～　年　月　日
	
	工期
	年　月　日～　年　月　日
	
	工期
	年　月　日～　年　月　日
	
	工期
	年　月　日～　年　月　日
	
	工期
	年　月　日～　年　月　日

	
	
	
	
	
	

	工事
	会社名
	
	
	工事
	会社名
	
	
	工事
	会社名
	
	
	工事
	会社名
	
	
	工事
	会社名
	

	
	現場代理人
	
	
	
	現場代理人
	
	
	
	現場代理人
	
	
	
	現場代理人
	
	
	
	現場代理人
	

	
	安全衛生責任者
	
	
	
	安全衛生責任者
	
	
	
	安全衛生責任者
	
	
	
	安全衛生責任者
	
	
	
	安全衛生責任者
	

	
	主任技術者
	
	
	
	主任技術者
	
	
	
	主任技術者
	
	
	
	主任技術者
	
	
	
	主任技術者
	

	
	専門技術者
	
	
	
	専門技術者
	
	
	
	専門技術者
	
	
	
	専門技術者
	
	
	
	専門技術者
	

	
	担当工事内容
	
	
	
	担当工事内容
	
	
	
	担当工事内容
	
	
	
	担当工事内容
	
	
	
	担当工事内容
	

	
	雇用管理責任者
	
	
	
	雇用管理責任者
	
	
	
	雇用管理責任者
	
	
	
	雇用管理責任者
	
	
	
	雇用管理責任者
	

	工期
	　年　月　日～　年　月　日
	
	工期
	年　月　日～　年　月　日
	
	工期
	年　月　日～　年　月　日
	
	工期
	年　月　日～　年　月　日
	
	工期
	年　月　日～　年　月　日


（作成要領）　１．一次下請負の協力会社は、二次以下の会社から提出された「再下請負通知書」に基づいて本表を作成し、鉄建建設株式会社に提出すること。

　　　　　　　２．本表でまとめきれない場合は、本様式をコピーするなどして適宜使用すること。

　　　　　　　〔様式工第１７－５号〕

労　働　者　名　簿

（免許等資格証写しを添付する）
（労働条件書又は雇用通知書の写を添付する）
※提出後の異動分については、月例安全協議会の時、

追加報告をすること。

労　　働　　者　　名　　簿

　　　　　　　　　　　　　作業所長　殿

年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　　　下記の労働者を就業させ、変更のときは再提出致します。　　　（協力会社名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	№
	職　種
	フ　リ　ガ　ナ
	生　年　月　日
	現　　　　　住　　　　　所
	雇　用　年　月　日
	免許・講習・教育等（略号）
	記　　　事
	労働条件書(雇用通知書)

	
	
	氏　　　　　名
	
	急　用　連　絡　先（ＴＥＬ）
	退　職　年　月　日
	
	
	

	(例)１
	鳶
	ミサキ　タロウ
	S26.10.10

（40才）
	東京都千代田区三崎町2
	S60.6.1
	（玉）（ク）　　選任作業主任者は略号に赤丸を付すこと
	
	作業所確認　　㊞

	
	
	三崎　太郎
	
	大分県佐伯市本町　　妻　妙子　09722(3)1234
	
	
	
	

	
	
	
	（　才）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（　才）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（　才）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（　才）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（　才）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（　才）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（　才）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（　才）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（　才）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（　才）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


　

（注）　　　　　　　　　　　　　（免許）　　　　　　　　（略号）　　　　（技能講習）　　　（略号）　　　　　　　　　　　　　高所作業車（作業床高さ10m以上）（高所） 　　　　　　　　　玉掛作業者（1t未満）（特玉）　　　　　　　　　　（その他の安全衛生教育）　（略号）　

１．新規雇入れ退職および　　　　甲種火薬類取扱保安責任者（火甲）　　　　地山掘削作業主任者（地）　　　　　　　　　　　　　　ガス溶接作業者（ガ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　軌条動力車運転者（特軌）　　　　　　　　　　　　 職長教育修了者

　　その他の追加・訂正の　　　　乙種火薬類取扱保安責任者（火乙）　　　　土止め支保工作業主任者（止）　　　　　　　　　　　　玉掛作業者（1t以上）（玉）　　　　　　　　　　　　　　　　建設用リフト運転者（特リ）　　　　　　　　　　　　職長（職）

　　のあるときはその都度　　　　発破技士（発）　　　　　　　　　　　　　ずい道等の掘削作業主任者（掘）　　　　　　　　　　　車両系建設機械運転者（3t以上）（車）　　　　　　　　　　　巻き上げ機運転者（特巻）　　　　　　　　　　　　　安全衛生推進者（安推）

　　報告する。　　　　　　　　　電気工事士（電工）　　　　　　　　　　　ずい道等の覆工作業主任者（覆）　　　　　　　　　　　車両系建設機械（基礎工事）運転者（3t以上）（基）　　　　　電気取扱者（特電）　　　　　　　　　　　　　　　　衛生推進者（衛推）

２．就労前に免許等資格の　　　　電気主任技術者（電）　　　　　　　　　　第１種酸欠危険作業主任者（１酸）　　　　　　　　　　フォークリフト運転者（1t以上）（フ）　　　　　　　　　　　アーク溶接作業者（特ア）　　　　　　　　　　　　　安全管理者（安）　

写しを添えて作業所長　　　　ガス溶接作業主任者（ガ主）　　　　　　　第２種酸欠危険作業主任者（２酸）　　　　　　　　　　ショベルローダー等運転者（1t以上）（シ）　　　　　　　　　ゴンドラ操作者（特ゴ）　　　　　　　　　　　　　　防火管理者（防）

に提出する。　　　　　　　　クレーン運転士（ク）　　　　　　　　　　足場組立等作業主任者（足）　　　　　　　　　　　　　（特別教育）　　　　　　（略号）　　　　　　　　　　　　　ずい道内作業者（特ず）　　　　　　　　　　　　　　ＪＲ工事管理者（在・幹）（工）

３．二次以下協力業者につ　　　　デリック運転士（デ）　　　　　　　　　　型わく支保工作業主任者（型）　　　　　　　　　　　　クレーン運転者（5t未満）（特ク）　　　　　　　　　　　　　 特定粉じん作業者（特粉）　　　　　　　　　　　　 ＪＲ軌道工事管理者（在・幹）（軌）

いても提出する。　　　　　　移動式クレーン運転士（移）　　　　　　　鉄骨の組立等作業主任者（鉄）　　　　　　　　　　　　移動式クレーン運転者（1t未満）（特移）　　　　　　　　　　 高圧室内作業者（特高）　　　　　　　　　　　　　 ＪＲ重機械運転者（重機）

　　　　　　　　　　　　　　　　高圧室内作業主任者（高）　　　　　　　　有機溶剤作業主任者（有）　　　　　　　　　　　　　　デリック運転者（5t未満）（特デ）　 　　　　　　　　　　　  圧縮機（高気圧作業）（特圧）　　　　　　　　　　　ＪＲ特殊運転者（在・幹）（ＭＣ）　

　　　　　　　　　　　　　　　　危険物取扱主任者（甲）（危甲）　　　　　コンクリート破砕器作業主任者（破）　　　　　　　　　 ショベルローダー等運転者（1t未満）（特シ）　　　　　　　　 送気（高気圧作業）（特送）　　　　　　　　　　　　ＪＲ軌道作業責任者（在・幹）（軌責）

　　　　　　　　　　　　　　　　危険物取扱主任者（乙）（危乙）　　　　　コンクリート造の工作物の解体等作業主任者（作）　　　 車両系建設機械（掘削・整地等）運転者（3t未満）（特車）　　 加減圧（高気圧作業）操作者（特加）　　　　　　　 ＪＲ列車見張員（列）

　　　　　　　　　　　　　　　　第二種衛生管理者（衛）（二衛）　　　　　鋼橋架設等作業主任者（鋼橋）　　　　　　　　　　　　 車両系建設機械（基礎工事）運転者（3t未満）（特建）　　　　 再圧気（高気圧）操作者（特再）　　　　　　　　　 ＪＲ踏切警備員（踏）

　　　　　　　　　　　　　　　　普通自動車運転者（自）　　　　　　　　 コンクリート橋架設等作業主任者（コン橋）　　　　　　 基礎工事用建設機械運転者（特基）　　　　　　　　　　　　　酸欠危険作業者（特酸）　　　　　　　　　　　　　 ＪＲ重機械誘導員（重誘）

　　　　　　　　　　　　　　　　特殊自動車運転者（特自）　　　　　　　 採石のための掘削作業主任者（採）　　　　　　　　　　 車両系建設機械（ローラー）運転者（特ロ）　　　　　　　　　作業装置の操作（則36.9の2）（特装）　　　　　　　危険予知トレーナー（ＫＹ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床上操作式クレーン（5t以上）（技床）　　　　　　　　 フォークリフトの運転者（1t未満）（特フ）　　　　　　　　　 高所作業車（作業床高さ10m未満）（特高所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 移動式クレーン（1t以上5t未満）（技移）　　　　　　　コンクリートポンプ車のポンプ操作（特ポ）　　　　　　　　　ボーリングマシンの操作（特ボ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不整地運搬車（最大積載荷重1t以上）（不）　　　　　　 不整地運搬車（最大積載荷重1t未満）（特不）　　　　　　　　研削といしの取替・試運転（特研）　　※記載の免許・講習・教育以外もあれば記入のこと。　
安全および公害防止に関する一般示方書

再下請負業者に対して、「安全および公害防止に関する一般示方書」を交付し、貴社の責任で確実に履行させること。

安全および公害防止に関する一般示方書等の遵守について

平成　　　年　　　月　　　日

貴社発注の工事施工に当たり、貴社で定めた「安全および公害防止に関する一般示方書」およびその他の指示事項は確実に履行します。

鉄 建 建 設 株 式 会 社

工事

　　　　　　　　　　　　　　　作業所長　殿

（協力会社）

一次下請会社　会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

二次下請会社　会社名　　　　

　　　　　〒

住　所

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　TEL　　　　　　　　FAX

三次下請会社　会社名

　　　　　〒

住　所

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　TEL                 FAX

（一次業者を通して元請へ提出して下さい）

安全および公害防止に関する一般示方書

鉄 建 建 設 株 式 会 社

安全および公害防止に関する一般示方書

鉄建建設株式会社（以下「甲」という）を発注者とする工事の施工を請負ったもの（以下「乙」という）が守るべき労働災害およびその他の事故並びに公害の発生防止（標題および以下において「安全および公害防止」という）に関する実施事項は、この示方書の定めるところによる。

第１　乙は、甲から請負った工事の施工においては、関係法令および甲が定める安全および公害防止に関する規程並びに甲（甲の職員を含む、以下同じ）が指示する安全および公害防止に関する指示を遵守すること。関係法令等の主なるものは次のとおりである。

（１）労働安全衛生法関係

労働安全衛生法、同施行令、労働安全衛生規則、クレーン等安全規則、ゴンドラ安全規則、有機溶剤中毒予防規則、高気圧作業安全衛生規則、酸素欠乏症等防止規則、粉じん障害防止規則、石綿障害予防規則

（２）じん肺法関係

じん肺法、同施行規則

（３）労働基準法関係

労働基準法、同施行規則、年少者労働基準規則、女子労働基準規則、建設業附属寄宿舎規程

（４）建設業法関係

建設業法、同施行令、同施行規則

（５）建築基準法関係

建築基準法、同施行令、同施行規則

（６）道路関係

道路法、同施行令、同施行規則

ガス事業法、同施行令、同施行規則

ガス工作物の技術上の基準を定める省令（通産省）

ガス爆発事故の防止に関する通達

道路交通法、同施行令、同施行規則

車両制限令

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法「ダンプ規制法」

（７）建設工事（土木工事・建築工事）における事故防止に関する国交省の指導基準

建設工事公衆災害防止対策要綱

（８）火薬類関係

火薬類取締法、同施行令、同施行規則

土工協安全環境対策本部火薬類管理自主基準

（９）消防関係（防火・危険物）

消防法、同施行令、同施行規則

（10）電気関係

電気事業法、同施行令、同施行規則

電気工事行の業務の適正化に関する法律、同施行令、同施行規則

電気工事士法、同施行令、同施行規則

（11）河川関係

河川法、同施行令、同施行規則

（12）港湾関係

港湾法、同施行令、同施行規則

（13）下水関係

下水道法、同施行令

（14）環境保全関係

環境基本法、建設リサイクル法、土壌汚染対策法

水質汚濁防止法、大気汚染防止法
騒音規制法、フロン回収破壊法
振動規制法、ＰＲＴＲ法（ＭＳＤＳ）
廃棄物の処理および清掃に関する法律
自治体が制定施行している、公害防止に関する条例

（15）甲が定めた労働安全衛生管理規程並びに労働災害およびその他の事故並びに公害防止に関する計画およびその実施細目

（16）前各号に定めるもののほか、特に甲の現場責任者が法令、行政指導または会社の安全対策会議の決定等に基づき必要に応じて指示する遵守すべき事項

第２　施工管理系列と関係下請負者が選任する安全衛生責任者の報告

（１）乙は、その工事の一部を他の事業者（丙）に請負わせる場合はあらかじめ甲に報告すること。この場合において、丙がさらにその一部を、他の事業者に請負わせるときは、その次位以下のすべての請負契約について乙は甲に報告すること。

（２）乙は、工事現場における安全および公害防止対策の責任者として安全衛生責任者を定めて、甲の統括安全衛生責任者に選任報告すること。この場合において、乙の系列に属する下請負者が施工する工事についても、乙はそれぞれ安全衛生責任者を選任させ、その全部を甲の統括安全衛生責任者に報告すること。

第３　労働者に対する指導および教育

（１）労働者に対し、甲が定める事項および指示する事項を遵守するよう指導、教育し、これを遵守させること。

（２）労働者を雇入れたときおよび労働者の職種を変更したときは、作業内容および就業する作業に係る安全および衛生並びに公害防止に関する教育を必ず実施すること。また、経験者に対しても随時教育、訓練を行うこと。

（３）労働安全衛生法の規定に基づく職長教育、特別教育を積極的に行うこと。また、就業制限業務に就業する資格を労働者が取得することについて努力を払うこと。

第４　安全衛生管理体制の整備

（１）乙は事業者としての責任を自覚し、乙の安全衛生管理体制を確立し、自主的に安全衛生管理を行うこと。また、乙は、乙の系列下に属する関係下請負人が、甲が行う安全衛生管理に関する指導または指示に従うよう協力すること。

（２）乙は、工事施工開始に当たって、次のことについて、乙に係る部分の手続きを自ら行うこと。

(ｲ) 適用事業報告

(ﾛ) 総括安全衛生管理者選任報告（常時100人以上の労働者を使用するとき）

(ﾊ) 安全管理者選任報告（常時50人以上の労働者を使用するとき）

(ﾆ) 衛生管理者選任報告（常時50人以上の労働者を使用するとき）

(ﾎ) 産業医の選任報告（常時50人以上の労働者を使用するとき）

(ﾍ) 安全衛生委員会の設置と運営（常時50人以上の労働者を使用するとき）

第５　各種作業責任者の選任

作業に係る責任体制を明確にするため各種作業の責任者を、次ぎにより選任し、その都度甲に報告すること。作業の責任者を変更したときは変更報告をすること。また、作業の責任者を関係労働者に周知し、その責任者の指揮または指示に従わせること。

（１）作業主任者

次の業務については、それぞれ資格のある者を選任して就業させること。

	業 務 区 分
	選任配置すべき者
	業　務　内　容
	資 格 要 件
	規 則 条 文

	高気圧作業
	高圧室内作業主任者
	高圧室内作業（潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室またはシャフトの内部において行う作業）
	免許証
	高圧則10

	木材加工
	木材加工用機械作業主任者
	丸のこ盤、帯のこ盤等木材加工用機械を５台以上有する事業場における当該機械による作業
	技能講習修了者
	安衛則129

130

	コンクリート破砕器作業
	コンクリート破砕器作業主任者
	コンクリート破砕器を使用する破砕の作業
	技能講習修了者
	安衛則321-3

321-4

	掘削作業
	地山の掘削作業主任者
	掘削面の高さが２ｍ以上となる地山の掘削作業
	技能講習修了者
	安衛則359

360

	
	土止め支保工作業主任者
	土止め支保工の切梁または腹起しの取付または取り外し
	技能講習修了者
	安衛則374

375


	業 務 区 分
	選任配置すべき者
	業　務　内　容
	資 格 要 件
	規 則 条 文

	ずい道掘削

作業
	ずい道等の掘削等作業主任者
	ずい道等の掘削、ずり積み、ずい道支保工の組立、ロックボルトの取付またはコンクリート等の吹付けの作業
	技能講習修了者
	安衛則383-2

383-3

	
	ずい道等の覆工作業主任者
	型わく支保工の組立、移動、解体、コンクリートの打設等ずい道等の覆工の作業
	技能講習修了者
	安衛則383-4

383-5

	採石作業
	採石のための掘削作業主任者
	掘削面の高さが２ｍ以上となる岩石の採取のための掘削作業
	技能講習修了者
	安衛則403

404

	はい作業
	はい作業主任者
	高さが２ｍ以上のはいのはい付けまたははいくずしの作業
	技能講習修了者
	安衛則428

429

	型わく作業
	型わく支保工の組立等作業主任者
	型わく支保工の組立または解体の作業
	技能講習修了者
	安衛則246

247

	足場・高所

作業
	足場の組立等作業主任者
	つり足場、張出し足場または高さが５ｍ以上の構造の足場の組立、解体または変更の作業
	技能講習修了者
	安衛則565

566

	
	鉄骨の組立等作業主任者
	建築物の骨組み、橋梁の上部構造または塔であって、金属製の部材により構成されるもの（その高さが５ｍ以上であるものに限る）の組立、解体または変更の作業
	技能講習修了者
	安衛則517-4

517-5

	
	木造建築物の組立等作業主任者
	軒高５ｍ以上の木造建築物の構造部材の組立、屋根下地、外壁下地の取付の作業
	技能講習修了者
	安衛則517-12

517-13

	解体作業
	コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
	高さ５ｍ以上のコンクリート造の工作物の解体または破壊の作業
	技能講習修了者
	安衛則517-17

517-18

	特定化学物質等作業
	特定化学物質等作業主任者
	特定化学物質等を製造し、または取り扱う作業
	技能講習修了者
	特化則27,28

	酸欠危険作業
	第１種および第２種酸素欠乏危険作業主任者
	第１種および第２種酸素欠乏危険場所における作業
	技能講習修了者
	酸欠則11

	有機溶剤取扱作業
	有機溶剤作業主任者
	屋内作業場、タンク等で有機溶剤とそれの含有量が５％を越えるものを取り扱う作業
	技能講習修了者
	有機則19

19-2

	石綿等取扱　作業
	石綿作業主任者
	石綿等を取扱う作業
	技能講習修了者
	石綿則19

	鋼橋架設等の作業
	鋼橋架設等作業主任者
	橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの（その高さが５ｍ以上または当該上部構造のうち橋梁の支間が３０ｍ以上である部分に限る）の架設、解体または変更の作業
	技能講習修了者
	安衛則517-8

517-9

	コンクリート橋架設等の作業
	コンクリート橋架設等作業主任者
	橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの（その高さが５ｍ以上または当該上部構造のうち橋梁の支間が３０ｍ以上である部分に限る）の架設または変更の作業
	技能講習修了者
	安衛則517-22

517-23


（２）作業指揮者

次の業務については、相当の経験のある者を指名して作業を指揮させること。

	業　務　の　名　称
	業　務　内　容
	規 則 条 文

	車両系建設機械修理等作業指揮者


	車両系建設機械の修理またはアタッチメントの装着および取り外しの作業
	安衛則165

	くい打（抜）・ボーリングマシン組立等作業指揮者


	くい打機およびくい抜機、ボーリングマシンの組立、解体、変更または移動の作業
	安衛則190

	危険物取扱作業指揮者
	危険物を製造し、また取り扱う作業


	安衛則257

	電気発破作業指揮者
	電気発破作業（ただし、免許必要）


	安衛則320

	停電、活線または活線近接作業指揮者


	停電作業または高圧、特別高圧の電路の活線もしくは活線近接作業
	安衛則350

	ガス導管防護作業指揮者


	明かり掘削作業により露出したガス導管のつり防護、受け防護等の防護の作業
	安衛則362

	墜落防止作業指揮者
	建築物、橋梁、足場等の組立、解体または変更の作業で墜落の危険のある作業（ただし、作業主任者の選任を要する作業を除く）
	安衛則529

	クレーンの組立等作業指揮者
	クレーンの組立または解体の作業


	クレーン則33

	エレベーター組立等作業指揮者


	屋外に設置するエレベーターの昇降路塔またはガイドレール支持塔の組立または解体の作業
	クレーン則

153

	建設用リフト組立等作業指揮者
	建設用リフトの組立または解体の作業
	クレーン則

191

	車両系荷役運搬機械・高所作業車作業指揮者
	フォークリフト、ショベルローダー、フォークローダー、構内運搬車、貨物自動車等を用いておこなう作業（運行経路、作業方法）について作業の計画を定め、これに基づきおこなう作業
	安衛則151-4

194-6

	車両系荷役運搬機械修理作業指揮者


	車両系荷役運搬機械等の修理またはアタッチメントの装着、取り外し作業
	安衛則151-15

	貨物自動車の荷の積卸し作業指揮者


	一の荷で100kg以上のものを貨物自動車に積卸しする作業
	安衛則151-54

	ずい道内ガス溶接作業指揮者


	ずい道等の内部で可燃性ガスおよび酸素を用いておこなう金属の溶接、溶断または加熱の作業
	安衛則389-3

	コンクリートポンプ車輸送管の組立解体作業指揮者


	コンクリート輸送管の組立、解体作業
	安衛則171-3


（３）危険有害業務に従事する労働者で資格（または特別教育）を必要とする者

次の業務については、それぞれ資格のある者を選任または指名して就業させること。

	業務区分
	労　働　者
	業　　務　　内　　容
	資格（または

教育）要件
	規 則 条 文

	ク　　　　　レ　　　　　ー　　　　　ン　　　　　等
	クレーン運転士
	つり上げ荷重が5t以上の運転
	免許者（クレーン運転士）
	安衛令20(6)

クレーン則22

	
	
	床上で運転し、かつ、運転者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンでつり上げ荷重が5t以上のクレーンの運転
	技能講習修了者
	安衛令20(6)

クレーン則22

	
	
	つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転

つり上げ荷重が5t以上の跨線テルハ
	特別教育修了者
	安衛則36(15)

クレーン則21

	
	移動式クレーン運転士
	つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転
	免許者（移動式クレーン運転士）
	安衛令20(7)

クレーン則68

	
	
	つり上げ荷重が1t以上5t未満の移動式クレーンの運転


	技能講習修了者
	安衛令20(7)

クレーン則68

	
	
	つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転


	特別教育修了者
	安衛則36(16)

クレーン則67

	
	建設用リフト運転士
	建設用リフトの運転の業務
	特別教育修了者
	安衛則36(18)

クレーン則

183

	
	玉　掛　作　業　者
	つり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛け
	技能講習修了者
	安衛令20(13)

クレーン則

221

	
	
	つり上げ荷重が1t未満のクレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛け
	特別教育修了者
	安衛則36(19)

クレーン則

　　　　222

	ゴンドラ
	ゴンドラ操作者
	ゴンドラの操作


	特別教育修了者
	安衛則36(20)

ゴンドラ則12

	巻き上げ機
	巻上げ機運転者
	動力駆動の巻上げ機（電気ホイスト、エアーホイストおよびこれら以外の巻き上げ機でゴンドラに係るものを除く）の運転
	特別教育修了者
	安衛則36(11)

	グラインダー
	研削といし取替試運転作業者
	研削といしの取替または取替時の試運転
	特別教育修了者
	安衛則36(1)

	溶　　接
	ガス溶接作業者
	可燃性ガスおよび酸素を用いておこなう金属の溶接、溶断または加熱の業務


	技能講習修了者
	安衛則20(10)

	
	アーク溶接作業者
	アーク溶接機を用いておこなう金属の溶接溶断等の業務


	特別教育修了者
	安衛則36(3)

	業務区分
	労　働　者
	業　　務　　内　　容
	資格（または

教育）要件
	規 則 条 文

	電気関係作業
	電気取扱者

（高圧または低圧）


	充電電路またはその支持物の敷設、点検、修理、充電部分が露出した開閉器の操作
	特別教育修了者
	安衛則36(4)

	火薬・発破
	火薬類取扱保安責任者
	火薬類の貯蔵・消費
	免許者

（甲、乙種）
	火取法30

火取則69

	
	発破技士
	発破の業務（せん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬または残薬の点検および処理）
	発破技士免許者
	安衛令20(1)

安衛則318

	酸欠
	第１種、第２種酸素欠乏危険作業者
	酸素欠乏危険作業に係る業務
	特別教育修了者
	安衛則36(26)

酸欠則12

	粉じん
	特定粉じん作業者
	常時特定粉じん作業に係る業務
	特別教育修了者
	安衛則36(29)

粉じん則22

	建　　設　　荷　　役　　運　　搬　　機　　械　　等
	車両系建設機械

（整地、運搬、積込みおよび掘削用）運転者
	機体重量3t以上のもの


	動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転の業務、ただし、道路上の走行運転を除く
	技能講習修了者
	安衛令20(12)

	
	
	機体重量3t未満のもの


	
	特別教育修了者
	安衛則36(9)

	
	車両系建設機械

（基礎工事用）運転者
	機体重量3t以上のもの


	同上
	技能講習修了者
	安衛令20(12)

	
	
	機体重量3t未満のもの


	
	特別教育修了者
	安衛則36(9)

	
	車両系建設機械

（解体用）運転者
	機体重量3t以上のもの


	同上
	技能講習修了者
	安衛令20(12)

	
	
	機体重量3t未満のもの


	
	特別教育修了者
	安衛則36(9)

	
	基礎工事用建設機械

運転者


	動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務
	特別教育修了者
	安衛則

36(9-2)

	
	車両系建設機械

（基礎工事用）の作業装置の操作を行う者
	動力を用い、かつ不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作（車体上の運転席における操作を除く）
	特別教育修了者
	安衛則

36(9-3)

	
	車両系建設機械

（締め固め用）運転者


	ローラー運転の業務（道路上の走行運転を除く）
	特別教育修了者
	安衛則36(10)


	業務区分
	労　働　者
	業　　務　　内　　容
	資格（または

教育）要件
	規 則 条 文

	建　　設　　荷　　役　　運　　搬　　機　　械　　等
	不整地運搬車運転者
	最大積載量1t以上
	（道路上の運転を除く）
	技能講習修了者
	安衛令20(14)

	
	
	最大積載量1t未満
	
	特別教育修了者
	安衛則

36(5-3)

	
	高所作業車運転者
	作業床の高

さ10m以上
	（道路上の運転を除く）
	技能講習修了者
	安衛令20(15)

	
	
	作業床の高

さ10m未満
	
	特別教育修了者
	安衛則

36(10-4)

	
	コンクリートポンプ車のポンプ部の操作者
	動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの
	特別教育修了者
	安衛則

36(10-2)

	
	フォークリフト運転者
	最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転の業務（道路上の走行運転を除く）
	技能講習修了者
	安衛令20(11)

	
	
	最大荷重1t未満のフォークリフトの運転の業務（道路上の走行運転を除く）
	特別教育修了者
	安衛則36(5)

	
	ショベルローダー等運転者
	最大荷重1t以上のショベルローダーまたはフォークローダーの運転の業務（道路上の走行運転を除く）
	技能講習修了者
	安衛令

20(11-2)

	
	
	最大荷重1t未満のショベルローダーまたはフォークローダーの運転の業務（道路上の走行運転を除く）
	特別教育修了者
	安衛則

36(5-2)

	
	軌条動力車運転者
	軌条により人または荷を運搬する動力車の巻上げ装置の運転の業務
	特別教育修了者
	安衛則36(13)

	
	ボーリングマシン運転者
	ボーリングマシンの運転操作
	特別教育修了者
	安衛則

36(10-3)

	高　　気　　圧　　作　　業
	圧縮機操作係員
	作業室および気こう室へ送気するため圧縮空気機を運転する業務
	特別教育修了者
	安衛則

36(20-2)

高圧則11

	
	送気調節係員
	作業室または潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブまたはコックの操作
	特別教育修了者
	安衛則

36(21,23)

高圧則11

	
	加減圧係員
	気こう室への送気または気こう室からの排気の調節を行うバルブまたはコックの操作
	特別教育修了者
	安衛則36(22)

高圧則11

	
	再圧室操作係員
	再圧室を操作する業務
	特別教育修了者
	安衛則36(24)

高圧則11

	
	高圧室内作業者
	高圧室内作業に係る業務
	特別教育修了者
	安衛則

36(24-2)

高圧則11

	
	潜水士
	潜水器を用い、かつ、空気圧縮機もしくは手押しポンプによる送気またはボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
	免許者
	安衛令20(9)

高圧則12

	ずい道
	ずい道内作業者


	ずい道等の掘削、覆工等の業務
	特別教育修了者
	安衛則36(30)


	業務区分
	労　働　者
	業　　務　　内　　容
	資格（または

教育）要件
	規 則 条 文

	防火作業
	防火管理者


	寄宿舎、事業場など当該建物に出入り、勤務居住する人が５０人以上のもの
	講習修了者または一定の実務経験のあるもの
	消防法8

消防令1,3

	
	危険物取扱主任者


	危険物を一定数量以上製造、貯蔵、取り扱う事業の保安監督
	免許者

（甲、乙種）
	消防法

13,13-2

	自動車関係作業
	安全運転管理者


	自家用車５台以上の所有（本拠地ごと）
	一定の経験あるもの
	道交法74-2

道交則9-3

	
	大型自動車運転者


	大型ダンプカー、定員３０名以上の大型バス等
	大型免許のほか年令２１歳以上経験３年以上
	道交法85

道交令32-2

	
	整備管理者


	乗車定員１０名以上で車両総重量８ｔ以上の自動車５台以上使用、またはその他の自動車１０台以上使用等の場合（本拠地ごと）
	一定の経験あるもの
	道路運送車両法　50,51

	石

綿
	石綿作業者
	石綿等を取扱う作業
	特別教育修了者
	石綿則27


（４）監視人または誘導者の配置

次の作業を行う特は、監視人または誘導者を配置すること。

	該　　　　　　　当　　　　　　　箇　　　　　　　所
	規 則 条 文

	車両系荷役運搬機械等の転倒または転落防止（誘導者）


	安衛則151-6

	車両系荷役運搬機械等またはその荷の接触防止（誘導者）


	安衛則151-7

	車両系建設機械の転倒または転落防止（誘導者）


	安衛則157

	車両系建設機械の接触防止（誘導者）


	安衛則158

	ずい道等の内部における動力車による後押し運転（誘導者）


	安衛則224

	停電作業を行う場合（監視人）


	安衛則339

	架空電線等近接の工作物の建設、解体の作業、くい打（抜）機、移動式クレーンを使用する作業（監視人）


	安衛則349

	明かり掘削において運搬機械等が後進して作業箇所に接近するとき、または転落の恐れのあるとき（誘導者）


	安衛則365

	ずい道建設において運搬機械等が後進して作業箇所に接近するとき、または転落の恐れのあるとき（誘導者）


	安衛則388

	採石作業において運搬機械等の運搬経路の補修、保持の作業（監視人）


	安衛則413

	採石作業において運搬機械等の運行経路上での岩石の小割または加工の作業（監視人）


	安衛則414

	採石作業で、運搬機械等が後進して作業箇所に接近するとき、または転落の恐れがあるとき（誘導者）


	安衛則416

	３ｍ以上の高所から物体を投下するとき（監視人）


	安衛則536

	道路と交わる軌道で車両を使用するとき（監視人）


	安衛則550

	軌道上または軌道近接作業（監視人）


	安衛則554

	酸素欠乏危険場所における作業（監視人）


	酸欠則13

	ずい道等建設におけるずい道等の内部の火気またはアークの使用状況の監視および残火の始末の確認（防火担当者）


	安衛則389-4


第６　標識または合図

（１）立入禁止区域の指定

次の場合は、関係者以外の立入禁止をすること。この場合の表示が常設のものであって甲が掲示したものについては、乙もその保持に努め、臨時に必要が生じた場合であって、乙の責任に係るものについては、甲と打ち合わせて、乙が表示すること。また、この定めを関係全労働者に遵守させること。

	作　　業　　別
	該　　当　　箇　　所
	必 要 な 措 置
	規 則 条 文

	貨物自動車
	一の荷が100kg以上のものを貨物自動車に積み卸しする作業箇所
	関係者以外立入禁止
	安衛則151-70

	車両系荷役運搬車
	フォーク、ショベル、アーム等およびこれらにより支持されている荷の下
	立入禁止
	安衛則151-9

	車両系建設機械


	運転中に接触危険の箇所
	立入禁止
	安衛則158

	車両系建設機械（解体用）
	工作物の解体・破壊作業、またはコンクリート・岩石等の破砕の作業区域
	関係者以外立入禁止
	安衛則171-4

	くい打（抜）機、ボーリングマシン
	巻上げ用ワイヤーロープの屈曲部の内側
	立入禁止
	安衛則187

	コンクリートポンプ車
	コンクリート等の吹き出しにより危険が生ずるおそれのある箇所
	立入禁止
	安衛則171-2

	軌道装置
	建設中のずい道等の内部で動力車による後押し運転区間
	立入禁止
	安衛則224

	型わく支保工


	組立または解体を行う区間
	関係者以外立入禁止
	安衛則245

	危険物の取扱
	火災または爆発の危険がある箇所
	火気の使用を禁止する表示と不必要者の立入禁止
	安衛則288

	電気取扱業務
	配電盤室、変電室等区画された場所
	電気取扱者以外立入禁止
	安衛則329

	明り掘削
	地山の掘削または土石の落下のおそれがある場所
	立入禁止、土止め支保工、防護網の設置
	安衛則361

	土止め支保工
	切梁または腹起しの取付または取り外しを行う箇所
	関係者以外立入禁止
	安衛則372

	ずい道掘削
	こそく作業中の箇所またはその下方の危険箇所
	関係者以外立入禁止
	安衛則386

	ずい道支保工
	補強または補修作業箇所で落盤または肌落ちの危険箇所
	関係者以外立入禁止
	安衛則386

	ずい道内
	ずい道等内部の可燃性ガス濃度が爆発下限界値の30％未満確認まで
	関係者以外立入禁止
	安衛則389-8

	地山の崩壊箇所
	岩石の採取のため掘削作業中の土石の落石危険箇所
	立入禁止
	安衛則411

	採石作業
	運転中の運搬機械、小割機械等に接触危険箇所
	立入禁止
	安衛則415

	貨物取扱作業等
	一の荷が100kg以上のものを貨車に荷卸しする作業箇所
	関係者以外立入禁止
	安衛則420


	作　　業　　別
	該　　当　　箇　　所
	必 要 な 措 置
	規 則 条 文

	はい付けまたははいくずしの作業
	はいの崩壊または荷の落下による危険箇所
	関係者以外立入禁止
	安衛則433

	鉄骨の組立等
	作業区域内
	関係者以外立入禁止
	安衛則517-3

	鋼橋架設等
	作業区域内
	関係者以外立入禁止
	安衛則517-7

	木造建築物の組立等
	作業区域内
	関係者以外立入禁止
	安衛法517-11

	コンクリート造りの工作物の解体等
	作業区域内
	関係者以外立入禁止
	安衛法517-15

	墜落の危険のある箇所
	墜落の危険のある箇所
	関係者以外立入禁止
	安衛則530

	物体落下による危険箇所
	物体落下による危険箇所
	防網の設置、立入禁止
	安衛則537

	足場の組立等
	つり足場、張出足場、または高さが５ｍ以上の足場の組立、解体または変更の作業区域内
	関係者以外立入禁止
	安衛則564

	衛生上有害作業
	酸欠やガス、粉じんの発生等衛生上有害な場所
	必要ある者以外の立入禁止と表示
	安衛則585

	事業場に附属する炊事場等
	事業場に附属する炊事場等
	関係者以外立入禁止
	安衛則630

	有機溶剤の取扱
	有機溶剤により汚染され、中毒のおそれのある事故現場
	立入禁止（汚染が除去されるまで）
	有機則27

	石綿等が使用された建築物、工作物の解体作業
	石綿等の粉じんを発散するおそれのある保温材等を除去する作業場所等
	関係者以外立入禁止
	石綿則7-1

	移動式クレーン
	ハッカーにより吊り上げられた荷の下
	立入禁止
	クレーン則29

	
	ジブの組立、解体の作業区域
	関係者以外立入禁止と表示
	クレーン則75-2

	クレーン
	ケーブルクレーンのワイヤーロープの内角側
	立入禁止
	クレーン則28

	
	ハッカーにより吊上げられた荷の下
	立入禁止
	クレーン則29

	
	組立または解体の作業区域
	関係者以外立入禁止と表示
	クレーン則33

	エレベーター（屋外設置のもの）
	昇降路塔またはガイドレール支持塔の組立または解体の作業区域
	関係者以外立入禁止と表示
	クレーン則153

	建設用リフト
	搬器の昇降によって危険ある箇所


	立入禁止
	クレーン則187

	
	ワイヤーロープの内角側


	立入禁止
	クレーン則187

	
	組立または解体の作業区域
	関係者以外立入禁止と表示
	クレーン則191

	ゴンドラ
	作業箇所の下方
	関係者以外立入禁止と表示
	ゴンドラ則18

	高圧室作業
	気閘室および作業室
	必要あるもの以外の立入禁止と表示
	高圧則13

	
	再圧室設置場所およびその操作場所
	必要あるもの以外の立入禁止と表示
	高圧則43

	第１種、第２種酸素欠乏危険作業
	酸素欠乏危険作業場所またはこれに隣接する場所
	関係者以外立入禁止と表示
	酸欠則9

	
	圧気シールド工法等で酸素欠乏の空気が漏出している場所
	立入禁止
	酸欠則24


（２）表示・標識

次の表示または標識、乙またはその系列に属する関係下請負者が実施すべき事項については、自ら行い、関係全労働者にこれを遵守させること。

	表　　　　　　示
	該　　　　　当　　　　　箇　　　　　所
	法 規 則 条 文

	重量トン


	一の貨物で重量が１トン以上のもの（包装されていない貨物で、一見してその重量が明らかなものはこの限りでない）
	安衛法35

	名称、成分等


	ベンゼン等有害物について成分、含有量等を容器に表示
	安衛法57

安衛則31

	作業主任者の氏名等


	作業主任者の氏名およびその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所
	安衛則18

	運転停止


	機械の掃除、給油、検査または修理の作業を行うため運転を停止したとき、当該機械の起動装置に
	安衛則107

	信号装置


	軌道装置に信号装置を設けたとき、表示方法を定め周知
	安衛則219

	火気使用禁止


	火災または爆発の危険箇所
	安衛則288

	火気厳禁


	発生器から５ｍ以内または発生器から３ｍ以内
	安衛則312

	持込禁止
	測定の結果、可燃性ガスが存在するとき、ずい道出入口の見やすい場所（マッチ、ライター等の持込禁止）


	安衛則389

	
	気閘室の外部の見やすい場所（マッチ、ライター等発火のおそれのあるものの持込禁止）


	高圧則25-2

	
	再圧室の入口（発火、爆発物、高温となって可燃性の点火源となるものの持込禁止）


	高圧則46

	連絡方法


	高圧室内作業者および空気圧縮機運転者と連絡員との通話装置の故障の場合、両室および気閘室付近
	高圧則21

	通電禁止


	停電作業中、開閉器に
	安衛則339

	接近限界距離


	特別高圧活線作業の際（当該充電電路に接近限界距離を保つ見やすい箇所）
	安衛則345

	運搬機械等の運行経路


	採石作業における運搬機械等の運行経路等の必要な箇所
	安衛則413

	作業中
	上欄の運行経路の補修作業箇所


	安衛則413

	
	運搬機械等の運行経路上での岩石の小割または加工作業の箇所
	安衛則414

	表　　　　　　示
	該　　　　　当　　　　　箇　　　　　所
	法 規 則 条 文

	安全通路


	作業場に通ずる場所および作業場内の主要通路
	安衛則540

	避難用出入口


	常時使用しない避難用の出入口、通路または避難用器具
	安衛則549

	最大積載荷重


	足場の作業床および作業構台の作業床
	安衛則562

安衛則575-4

	有害物集積箇所


	有害物、病原体等の集積場所
	安衛則586

	事故現場


	有機溶剤等による事故現場等があるとき、その事故現場に（表示の標識を統一）
	安衛則640

	有 機 溶 剤
	取扱注意


	屋内作業場、タンク、坑内、ずい道の内部等において有機溶剤業務を行うとき（見やすい場所）
	有機則24

	
	区分表示
	　　　第一種-----赤

上欄の場合　　　第二種-----黄

　　　　　　　　第三種-----青
	有機則25

	巻過ぎ防止


	巻過ぎ防止装置を具備しないクレーン、デリックおよび建設用リフトの巻き上げ用ワイヤーロープ
	クレーン則

19,106,182

	みだりに作動の禁止


	地下室その他通風が不十分な場所に備える消火器等で炭酸ガスを使用するもの
	酸欠則19

	立入禁止
	酸素欠乏危険作業場所で酸素欠乏等のおそれが生じたときの酸素欠乏危険作業場所
	酸欠則14

安衛則640

第1項の4

	隔離・立入禁止等
	・吹付け石綿の除去及び囲い込みの作業を行う時の、当該作業場所

・石綿含有の保温材等の作業を行う時は、当該作業に従事する者以外が立ち入る事を禁止し、その旨を表示する事

・その他石綿を使用した建築物等の解体作業においても、関係者以外の立入禁止と表示
	石綿則第6条、第7条、第15条関係


（３）合図・信号等

次の合図・信号等については、甲が定めるところに従い、関係全労働者に遵守させること。

	合　図　の　名　称
	該　　　　 当　　　　 項　　　　 目
	法 規 則 条 文

	運転開始の合図


	機械の運転を開始する場合
	安衛則104

	誘導の合図
	車両系荷役運搬機械等の運転で誘導者を置いた場合


	安衛則151-8

	
	車両系建設機械の運転で誘導者を置いた場合


	安衛則159

	運転の合図
	くい打（抜）械を運転する場合
	安衛則189

	
	軌道装置を運転する場合
	安衛則220

	
	クレーンを運転する場合
	クレーン則25

	
	移動式クレーンを運転する場合
	クレーン則71

	
	建設用リフトを運転する場合
	クレーン則185

	
	簡易リフトを運転する場合
	クレーン則206

	
	ゴンドラを操作する場合
	ゴンドラ則16

	発破の合図
	電気発破作業の点火合図および待避合図


	安衛則320

	
	コンクリート破砕器の点火の合図


	安衛則321-4

	引倒し等の合図
	高さが５ｍ以上のコンクリート造の工作物の解体または破壊の作業に伴う引倒し等の作業
	安衛則517-16

	信号、警報の装置、設備等
	軌道装置の状況に応じて（信号装置）


	安衛則207

	
	動力車（汽笛、警鈴等の設置）


	安衛則209

	
	掘下げの高さが20mをこえる潜函等の内部と外部との連絡（電話、電鈴等の設置）
	安衛則377

	
	ずい道掘削が100mに達したとき（サイレン、非常ベル等警報設備）500mに達したとき（警報設備および通話装置）
	安衛法389-9

	
	常時５０人以上就業する屋内作業場（非常ベル等の警報用の設備、サイレン等の警報用の器具）
	安衛則548

	
	通路と軌道の交わる場合（警報装置）


	安衛則550

	
	送気温度が異常に上昇した場合の自動警報装置


	高圧則7-2

	
	作業室および気閘室と外部との連絡（通話装置）


	高圧則21

	連絡員


	潜水作業者２人以下ごとに１人
	高圧則36

	連絡員


	酸素欠乏危険作業の関係作業場間
	酸欠10

	合図の統一


	クレーン等の運転についての合図（特定元方事業者）
	安衛則639

	警報の統一
	発破、火災、土砂の崩壊、出水、なだれ等の場合（特定元方事業主）
	安衛則642


第７　女子、年少者の就業制限

女子、年少者、高齢者（６５歳以上または体力に弱い者）には、年少者労働基準規則、女子労働基準規則に定められた有害危険作業はさせないこと。

第８　労働者の遵守事項

次の事項は「労働者の遵守事項」として、乙は、乙およびその系列下の労働者に十分徹底させ、不安全行動のないようにすること。

（１）安全設備および安全装置機能の確保

(ｲ)安全設備または安全装置を取り外したり、その機能を失わせないこと。

(ﾛ)作業の必要上やむをえず安全設備または安全装置を取り外したり、その機能を一時失わせる必要があるときは、予め甲の責任者の許可を受けること。

(ﾊ)(ﾛ)を行った場合は必ず復元しておくこと。

(ﾆ)安全設備または安全装置の機能が失われていることを発見したときは必ず甲の責任者に申し出ること。

（２）保護具の使用

(ｲ)墜落の危険のある高所作業をする場合であって、安全帯の使用を必要とするときは必ず安全帯を使用すること。

(ﾛ)感電の危険のある作業をする場合は、必ず絶縁保護具を使用すること。

(ﾊ)保護帽は労働者の服装として、必ず着用すること。

(ﾆ)強烈な光の発生する作業をする場合は、必ず保護眼鏡を使用すること。

(ﾎ)粉じんの多発する場所での作業には、必ず防じんマスクを使用すること。

(ﾍ)高音の発生する作業をする場合には、耳栓を使用すること。

(ﾄ)その他有害作業をする場合には、それに応じた保護具を使用すること。

(ﾁ)前各号の保護具は、その労働者の使用者が整備し、使用させること。

（３）火災・爆発防止

(ｲ)爆発、可燃性のもののある場所では、火気は絶対に使用しないこと。

(ﾛ)指定された場所以外では、火気による採暖または焚き火をしないこと。

(ﾊ)火気を使用した場合には、必ず跡始末をすること。

（４）信号・合図の厳守

甲が定めた信号・合図には必ず従うこと。

（５）機械車両の行動範囲への立入禁止

ブーム旋回範囲、巻き上げ用ワイヤーロープの内角側、その他機械車両に接触する危険のある場所には絶対に入らないこと。

（６）機器等への搭乗禁止

建設用リフトの搬器、鋼車等には絶対に搭乗しないこと。

（７）物体の投下

３メートル以上の高所からの物体の投下は専任の看視人をつけるか、投下設備による以外は絶対にしないこと。

また、吊り荷の下、リフトの搬器の下等物体の落下のおそれのある場合には立ち入らせないこと。

（８）無資格者の就労禁止

前記第５の（１）（３）に該当する就業制限を受ける職種には、無資格者は絶対に就労させないこと。

（９）運転位置から離れる場合の措置

自動車、軌道の動力車および車両系建設機械等、動力によって自走する機械の運転手は、運転位置を離れるときは、確実に歯止めをし、作業装置を地上におろしかつエンジンを止め、キーを取り外して、保管すること。

（10）前各号のほか、法令、甲の定める規程または甲の指示を遵守すること。

第９　工事現場の整理整頓

工事現場の環境を良好にするため、次のことを遵守し整理整頓すること。

(ｲ)乙が請負った工事より生じた残材、屑等の搬出については、甲の指示に従うこと。この場合において、乙の系列下に属する関係請負者に係るものについても、乙が責任を負って処理すること。（要請書を参照）

(ﾛ)材料の積み卸しおよび集積については、甲の指示に従い、通路を妨害し、または工事の施工の障害にならないようにすること。

(ﾊ)その他前各号に定めるもののほか、甲の指示することに従うこと。

第１０　統括管理に対する協力

乙は労働安全衛生法の趣旨を十分理解し、関係労働者が混在して作業するために発生する労働災害その他事故等を防止することに努め、前記の定めを遵守するほか、次のことについても配慮すること。

(ｲ)乙は、その系列に属する関係請負者に対し、安全および公害防止に関し、この示方書に定められた事項並びに甲から指示されたことを遵守するよう指示・指導するとともに、これに違反していると認められるときは、直ちに是正させなければならない。

(ﾛ)安全協議会には積極的に参加すること。この場合において、乙の系列に属するその下位の関係請負者の現場責任者（安全衛生責任者・第２の（２）参照）も出席させること。また、甲から特に要請があったときは、その要請に応じて必要な責任者を出席させること。

(ﾊ)甲が行う現場巡視、作業間の連絡調整に協力すること。

(ﾆ)乙が持ち込む機械器具、設備、材料等（調達したものを含む）については、法令の規定に適合したものとし、かつ、甲の承認をうけるものとする。また、使用の途中においても必要のあるとき、または甲から指示があったときは、直ちに点検し、必要な措置を講ずること。この場合において、欠陥が認められたものについては甲に報告し、その後の使用についてはあらためて承認を得ること。

(ﾎ)甲が定めた信号、合図、警報を遵守すること。

(ﾍ)乙が施工する工事に関し労働災害およびその他の事故が発生したときは、直ちに甲に知らせること。この場合において、その系列下に属する関係請負者が施工する工事についても同様とすること。

第１１　労務管理

（１）雇用管理責任者

建設事業を行う事業場ごとに専任し、建設労働者の雇用管理をさせること。専任した場合は作業員に周知せしめるとともに甲に通知すること。

（２）雇用契約に基づく事項

(ｲ)労働者の雇入に際しては、雇入通知書を交付する等雇用契約を明確にし、かつ労働条件を明示し、就業に関しては出退勤、労働時間、支払賃金等の記録を正確に行う等労働基準法を遵守すること。

(ﾛ)労働者名簿を整備し、１８才未満の者を雇用したときは年令を証明する書類を備え付け、かつ、甲に通知すること。

（３）就業状況の報告

乙は、乙の労働者の就業制限について、甲が別に指示するところにより、毎日報告すること。また、乙の系列に属する乙の下位の関係請負者の労働者についてもそれぞれ責任者から報告させること。

（４）賃金の支払い

賃金お支払いについては、労働基準法を遵守し、賃金の遅払、不払いその他中間搾取等の問題を起こさないこと。乙の系列に属するその下位の関係請負者が、これらの問題を発生させたときは、乙において責任をもって解決すること。

（５）社会保険等

乙は、その雇用する労働者およびその系列に属する下位の関係請負者の労働者の福利厚生を図るため、社会保険に加入させること。また「建設業退職金共済組合」についても加入促進を図ること。

（６）労働者の募集

労働者の募集については、職業安定法を遵守すること。

（７）寄宿舎管理

労働者の宿舎の管理については、建設業附属寄宿舎規定を遵守すること。

時間外労働及び休日労働に関する協定書
(３６協定写し)

通勤用車両（マイクロバス・乗用車）・工事用車両運行届
通勤用車両（マイクロバス・乗用車）・工事用車両の安全管理要領

目　　的

本要領は、通勤用車両・工事用車両による災害を防止するために定める。

１．事業主は、自動車を運行させる場合は常に人命尊重の立場から、交通法令その他の規定を守り安全管理に努めること。

２．事業主は、安全運転管理者、整備管理者が必要な場合、適任者を指名し適格な管理をさせること。

３．事業主または管理者は運転者ごとに運転日報、作業日報等に必要事項を記録させ運転の状況を確認すること。

４．車両ごとに運転者を指名しその者に運転させること。

（免許の種類、経験、人柄、健康状態等を考慮し指名）

５．事業主または管理者は、自動車の定期点検を行い、始業点検の結果については報告を行わせる等常に整備状況を把握し、機能の保持に努めること。

（点検により異常の報告のあった車両は、整備が完了するまで使用しないこと）

６．事業主または管理者は、乗車定員、積載荷重等を明示しこれらを守らせること。

（事業主または管理者は、過積載を命じてはならない）

７．事業主または管理者は、降雪、凍結のおそれのある道路を運転させる場合は、すべり止め装置（スノータイヤ、タイヤチェーン等）を準備し、使用させること。

８．その他

作業所で定めた事項を遵守させること。

平成　　　年　　　月　　　日

通勤車両・工事用車両使用届

　　　　　　　　　　　　作業所長　殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（協力会社名）

〒

別添通勤用車両・工事用車両の安全管理要領を遵守の上、下記により車両を使用しますのでお届けいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　印

TEL　　　　　　　FAX

	安全運転管理者名
	
	

	整備管理者名
	
	

	№
	車　　　種
	登 録 番 号
	定 員 名
	積載量 ｔ
	所 有 者 名
	車検期限
	運転者氏名
	当現場までの距離 ｋｍ
	任　意　保　険

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	対人

百万円
	対物

百万円

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


　　添付書類　　運転免許証写（労働者名簿に写し添付の場合は不要）・任意保険契約書写・運行経路図（人員輸送車のみ）

通　勤　経　路　略　図

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※通勤経路で危険な箇所等を記載し、交通災害防止に努めるよう指導すること。


重　機　械　持　込　届

	持込届を要する機械等一覧表

	１．車両系建設機械類

２．クレーン類

３．車両類

４．杭打機類（ボーリングマシンを含む）


平成　　　年　　　月　　　日

重機械持込届

　　　　　　　　　　　　　　　作業所長　殿

（協力会社名）

〒

このたび下記重機械を法令に基づく点検整備の上持込使用しますのでお届けします。

使用に際して取扱責任者（運転者）に次の事項を遵守させます。

（１）法令に基づき必要とされる資格、技能の所持者であることを証す免許等を携帯すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
（２）法令の定に従い、作業開始前点検および定期自主検査を行いその記録を提出すること。　　　　　　　　　TEL　　　　　　　　　　FAX
（３）重機械の使用に際しては作業の内容、指揮系統、連絡合図等の方法を確認の上作業所の指示に従うこと。

（４）その他法令に定められた事項を厳守のこと。

　

	番号
	機　械　の　名　称
	所　　有　　者
	正　運転者氏名（免許番号）
	副　運転者氏名（免許番号）
	使 用 予 定 期 間

	
	形　式　・　能　力
	
	点検者氏名
	点検者氏名
	

	1
	
	
	
	
	　　　　　～

	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


　　　重機械等持込時に作業所より「持込確認票」を受取り機械に掲示し、持出時には返却すること。

機　械　電　気　器　具　持　込　届

	持込届を要する機械等一覧表

	１．ウィンチ類

２．リフト類

３．ミキサー類

４．ポンプ類

５．発電機

６．ベルトコンベアー類

７．鉄筋カッター、鉄筋ベンダー

８．溶接機

９．ジェットヒーター

※持込届を要しない機械器具についても使用に際しては関係法令の措置を講ずること


　

平成　　　年　　　月　　　日

機械電気器具持込届

　

　　　　　　　　　　　　　　　作業所長　殿

（協力会社名）

〒
このたび下記機械電気器具を下表により、点検整備の上持込使用しますのでお届けします。

使用に際しては、関係法令で定められた措置を講じます。

作業所より「持込確認票」を受け取り機械電気器具に掲示し、持ち出し時には返却します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
TEL　　　　　　　　　FAX

	
	共　　　通　　　事　　　項
	アーク溶接
	ガ ス 溶 接

	
	電気絶縁は良いか
	スイッチ、制御装置の機能は良いか
	コード等に損傷は無いか
	緩み、ガタは無いか
	回転部にカバーはあるか
	
	ワイヤーロープは良いか
	電撃防止装置の機能は良いか
	ホルダーは良いか
	ケーブルに損傷は無いか
	計器の破損は無いか
	逆火防止器はあるか
	ホース、金具は良いか

	番号
	名　　　称
	形 式 ・ 能 力
	使　用　期　間
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	　　　　　～
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


健　康　診　断　記　録

【参考】労働安全衛生法・健康診断・項目について

◆ 労働安全衛生法第６６条と労働安全衛生規則第４３条の規定により、会社は従業員を雇入れる時と、その後１年以内ごとに１回、定期的に一般の健康診断を実施しなければなりません。
· 雇入れ時健康診断（労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条）
会社は、常時使用する労働者を雇入れる際、健康診断を実施しなければなりません。
· 定期健康診断（労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第44・45条）
会社は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回（ただし、深夜業労働者等は６ヶ月ごとに1回）、定期的に健康診断を実施しなければなりません。
　

平成　　　年　　　月　　　日

健康診断実施報告書

　　　　　　　　　　　　　　　作業所長　殿

（協力会社名）

〒

下記の貴現場入場者については健康診断を実施しておりますことを報告します。

なお、本証は当社で保管しておりますが貴社が必要なときには、いつでも提出します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
TEL　　　　　　　　　　FAX

	№
	氏　　　　名
	年令
	№
	氏　　　　名
	年令
	№
	氏　　　　名
	年令

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


常時使用する


労働者数





代表者名　　　　　　　　　　　　　　　


TEL              FAX














基　本　方　針





〒





会社名　　　　　　　　　　　　　　　　











鉄建確認欄





工 事 件 名　　





鉄建確認欄











１．本社・作業所の安全衛生管理体制を確立し、災害ゼロを目指し、安全衛生教育及び健康診断の計画的実施と、適性配置を目指す。 





２．自主安全衛生パトロ－ルを月１回以上実施し、設備の点検及び作業手順の遵守状況を確認・指導する。





３．従業員に対して、送り出し教育を実施し、不安全行動の防止を図る。





基　本　方　針





代表者名　　千代田一郎　　　　　　　　　　　　　　　


TEL              FAX








常時使用する


労働者数





安全衛生委員会の開催





雇入れ､作業変更時教育､職長教育､技能講習受講








手順書見直し





送り出し教育の実施








手順書作成





事業主パトロールの実施








職長：間島健児





中央建設





田中解体





2次下請け





1次下請け





5名





5名





12名





作業員





作業員





作業員





職長：中央太郎





職長：田中三郎





山田工務店





中島　　昭





山下　次郎





現場代理人





安全衛生責任者





安全管理者





店社





B1F





1F





2F





3F





4F





5F





6F
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